
建設業における
労働災害防止対策について

東京労働局 労働基準部 安全課

「トップが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心」

(第13次防 キャッチフレーズ)



第13次東京労働局労働災害防止計画（2018年度～2022年度）

「Safe Work TOKYO」の下

「トップが打ち出す方針 みんなで共有

生み出す安全・安心」

（キャッチフレーズとしてすべての関係者が「労働災害は本来あってはならないものである」

との認識を共有して取組を推進）

死傷災害 2017年比2022年5％以上減少(9,837人→9,345人）
死亡災害 2017年比2022年15％以上減少(66人→56人）

建設業における死亡災害 15％以上減少(28人→23人)

目標

小目標
(建設業)

熱中症対策 計画期間中に死亡災害を発生させない。

（計画を推進するに当たっての基本的考え方）

〇2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会施設工事における安全衛生対策

〇本社機能が集中する東京発の安全衛生対策の全国への普及拡大

⇒ 企業本社が主導する全社的な安全衛生対策の推進により、全国の労働災害の減

少を実現させていく。

〇「行政が進める安全衛生対策の見える化」の推進

⇒ “Safe Work TOKYO” を活用した「行政が進める安全衛生対策の見える化」を図

り、広く国民にアピールする。



東京労働局管内の労働災害の推移
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第13次労働災害防止計画(Ｈ30年度～Ｒ４年度）

・12次防最終年と比較して13次防最終年で
死亡災害：15％以上減少（56人以下）
死傷災害：5％以上減少(9, 345人以下)

１２次防計画期間１１次防計画期間１０次防止計画期間 １３次防



建設業の死亡災害の労働災害の推移（昭和２８年～令和３年） 上段＝全国

下段＝東京
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建設業の休業4日以上の労働災害の推移（昭和２８年～令和３年） 上段＝全国

下段＝東京

＊建設業の死傷者件数は全国では昭和37年の137,282件が最も多く、令和３年は、15,835件で59年間
で約1/9に減少、長期的には減少しているが、近年は横ばい状況である

＊都内の建設業の死傷者件数は昭和38年の14,208件が最も多く、令和３年は、1,184件で全国と同じ
ように長期的は減少しているが、近年は横ばい状況である
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１ 労働者の安全確保のための対策
足場等からの墜落・転落防止対策

建設業における死亡災害のうち、墜落・転落災害が４割以上占めている。
事業者は引き続き、墜落・転落災害防止に係る労働安全衛生規則（昭和

47年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。）の遵守徹底を図るとと
もに、足場からの墜落・転落災害を防止するために「足場からの墜落・転落
災害防止総合対策推進要綱」（平成 24 年２月９日付け基安発 0209第２
号、平成 27 年５月 20 日一部改正）に基づく「より安全な措置」等の措置
を適切に講じること。

・ 足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、労働安全衛生規則で定められている墜落防止措
置が適切に実施されていない足場で発生したもので法定事項の遵守徹底が必要であること。

・ 組立・解体時の最上層からの墜落防止措置として「手すり先行工法」や通常作業時の墜落防止措
置として取り組むことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、小規模な場合も含めた足場
の組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向上や足場
で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚などの管理面や教育面の対策を進めていくことが労働災
害防止上効果的であること。

＊ これらを踏まえて、安衛則における墜落防止 措置と実施すべき対策を
もって足場からの墜落転落災害の一層の防止を図ることとする。

建 設 業 の 安 全 衛 生 対 策



東京局管内の死亡災害推移（平成24年～令和３年）／業種別／墜落・転落

＊建設業の死亡者数は全業種の3割から4割を占める。この内の約5割が墜落・転落災害である
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東京局管内の死亡災害の推移と建設業の占める割合の推移
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１ 労働者の安全確保のための対策
はしご等からの墜落・転落防止対策

建設業における墜落・転落災害による死傷者数のうち、はしご等からの
墜落・転落が最も多くなっている。「リーフレット「はしごを使う前に／
脚立を使う前に」を活用した墜落・転落災害防止の徹底について」（令和
３年３月17日付け基安安発0317第２号）に基づく措置を適切に講じること。

建 設 業 の 安 全 衛 生 対 策



※はしご等とは、はしご、脚立、踏み台などをいう。

建設業における労働災害を「事故の型別」と「起因物」でみた場合

＊平成30年から令和３年の労働災害を「事故の型別」と「起因物」でみると、各年とも「はしご等からの墜落・転落」が最
も多く、次いで「足場からの墜落・転落」である

平成30年から令和３年の「事故の型別」と「起因物」の組合せの上位５位
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はしごや脚立からの低所からの墜落・転落災害防止について

「はしごや脚立」は、身近な用具であり、ちょっと
した高いところに物を取る等の時に使用するため、墜
落・転落の危険性について、それほど危ないと感じず
に使用する場合が多い、使用する場合は、想定される
危険の予知を!

はしごや脚立は使用するものによって、使用方法、
使用場所の状況によって、災害の状況(災害の程度、
可能性）に違いがある。

(1)使用するものによって
・ はしご、脚立の大小
・ はしご、脚立自体に欠陥（すべり止め有

無、経年劣化、損傷、腐食、）
(2)使用方法

・ はしごの両端から身を乗り出して作業
・ 脚立の天板に乗って作業
・ はしごを背にして昇降したり、荷を片手に

もって昇降する
・ はしごを固定していない

(3)使用場所等
・ はしご、脚立の設置面が軟弱で沈下のおそ
れのある場所

・ 強風等の悪天候

労働災害のメカニズム
(1)不安全な状態
・ はしご、脚立の損傷等の改善 (設備の欠陥）
・ はしご、脚立の設置場所が軟弱な地盤

(設置場欠陥）
・ 強風等の悪天候

（自然環境､外的要因の欠陥）
(2)不安全な行動
・ はしご、脚立の欠陥を知りながら「少しの作
業なら･･」と「このくらいの風や地盤の緩みな
ら大丈夫‥」と放置する

・ はしご上から身を乗り出す、脚立の天板に
乗って作業･･、荷物を片手に持って昇降する･･

と、危険な行動をとる

事故の大きさ、可能性
(1)事故の大きさ

・ 作業箇所が高い場所での作業であれ
ば事故の強度が大きいかも･･

(2)事故の可能性
・軟弱な地盤、風の強さによって事故
の可能性が大きいかも･･

＊はしごや脚立の使用の作業をなくせないか、安全性の高

い設備に変更できないか、検討したうえ、作業を実施する。
(「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう!」の建
設用リーフレット使用して周知指導する。

使用する場合はまず次のことを！
① 想定される危険を予知しながら使用する。② はしご等は
足元が不安定になりやすいので、床面の広いローリングタワー
や作業台の代替設備を検討。③ 高さ１ｍ未満の作業であって
も墜落時保護用のヘルメットを着用する



建設業の墜落転落の内、はしご等からの墜落転落の死傷者数が毎年3割を超えている！
はしご等を使用する前にチェックをしてから使用しましょう。



１ 労働者の安全確保のための対策
墜落制止用器具の適切な使用

厚生労働省は、事業者に対して、平成31年２月１日に施行された墜落
制止用器具に係る改正安衛則等について、リーフレット等を活用して改正
内容の周知を図るともに、令和４年１月１日に経過措置期間が終了した
「墜落制止用器具の規格」（平成31年厚生労働省告示第11号）に適合し
た墜落制止用器具の使用を徹底する。

事業者は、フルハーネス型墜落制止用器具の使用について、改正安衛則
を踏まえた「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」（平成
30年６月22日付け基発0622 第２号）に基づく措置を適切に講じるとと
もに、「墜落制止用器具の規格」（平成31年厚生労働省告示第11号）に
適合した墜落制止用器具の使用を徹底する。

建 設 業 の 安 全 衛 生 対 策



安全帯が「墜落制止用器具」に！

● 「墜落制止用器具」として認められる器具は胴ベルト型とハーネス型の２つとなります。

● 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則です。

● 高さが２ｍ以上の箇所で作業床を設けることが困難なところでは、墜落制止用器具のう

ちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務について、「安全衛生特別教育」が

必要です。

フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75ｍ以下)は｢胴ベルト
型」の使用可。
※建設作業等一般的な使用条件では目安高さ5ｍ以下となる

胴ベルト型を使用すること
が可能な高さの目安である6.75
ｍの考え方

フルハーネス型安全帯の自由
落下距離の最大値(4ｍ)と
ショックアブソーバの伸びの最
大値（1.75ｍ）の合計値に1ｍ
を加えた値として6.75ｍとして
いる。

建設作業等において胴ベルト
型を使用可能な高さの目安

建設作業等におけるフルハー
ネス型の一般的な使用条件を想
定すると、目安高さは５ｍ以下
とすべきとしている。

特別教育の実施状況を元方事業者に確認





令和４年の死傷災害発生状況（業種別・事故の型・休業日数・事故の型―起因物）

• 令和４年の休業４日以上の死傷者数は全業種で4,026人、このうち建設業が388人で全業種の10％。

⇒ 墜落・転落によるものが71人(18％）で最も多く、次に転倒、はさまれとなっている。

• 墜落・転落、転倒による被災者の災害程度は、１か月を超え２か月以内のものが多い。

• 事故の型と起因物の両方でみた場合、はしご等からの墜落・転落が最も多く、次に通路の転倒、建築

物構築物からの墜落・転落となっている。 【令和４年４月末日現在】



令和４年の建設業死傷災害発生状況（年齢別/事故の型/経験別）

• 令和４年の建設業の死傷者数388人について、年齢別でみると50歳以上60歳未満が98人（25％）で最

も多く、次に40歳以上50歳未満が76人（20％）、20歳以上30歳未満が76人（20％）。

⇒ 全体の死傷者数のうち、50歳以上の者が167人と43％を占める。

• 事故の型別でみると、 50歳以上の者の災害で、墜落・転落によるものが 31人と19％を占める。

• 経験別でみると、１年を超え５年以内の者が最も多く22％を占める。 【令和４年４月末日現在】



令和４年建設業死亡災害事例
職種

経験

作業者・技能

者

20年以上30年

未満

機械修理工

1年以上5年未

満

大工

30年以上

とび工

10年以上20年

未満

建設業

30年以上

解体工

1年以上5年未

満

設備機械工

1年以上5年未

満

とび工

30年以上

本表の災害は、安全課が令和４年３月までに把握し、東京労働局管内の事業場で令和４年に発生した建設業の主な死亡災害です。

8 3月
建築工事

業

墜落、転落

地上４階建の共同住宅新築工事において、躯体南側の抱き足場の組立て作業

中であった二次請の作業員が、地上で倒れている状態で発見され、病院に搬

送されたが死亡したもの。被災者は、直前まで高さ約６．８メートルの足場

上で組立作業に従事していたことから、同所から墜落したものと推定され

る。

60歳代

足場

7 3月
その他の

建設業

墜落、転落

建物屋上の空調室外機の撤去作業中、建物屋上を台車資材を移動中に高さ１

９ｍから墜落して死亡したもの。

20歳代

作業床、歩み板

6 2月
建築工事

業

墜落、転落

２階屋上を歩いていたところ、天窓を踏み抜き墜落したもの。

20歳代

屋根、はり、も

や、けた、合掌

5 1月
建築工事

業

墜落、転落

戸建住宅の建設工事における地下室において、壁面に取り付けた下地材の出

幅調整作業を、脚立を使用して行っていたところ、脚立の高さ１．１メート

ルの段上から転落し死亡したもの。
60歳代

はしご等

4 1月
建築工事

業

墜落、転落

　足場解体作業に伴い、足場の10層目付近にて足場のメッシュシートを外す

作業を行っていたところ、足場から墜落したもの。

30歳代

足場

3 1月
建築工事

業

墜落、転落

　マンション建設現場１階において、一人作業で型枠解体作業に従事してい

た被災者が，脚立の横で意識不明の状態で倒れていたもの。

70歳代

はしご等

2 1月
その他の

建設業

はさまれ、巻き

込まれ

アスファルト合材を製造するプラントの定期メンテナンスを行っていた業者

の社長及び労働者１名が、ミキサー内で消耗したミキサーの羽根等を交換し

ていたところ、当該社長から、コンプレッサーを動かすよう依頼された、業

者の労働者が当該ミキサーを含むプラントの電源を投入し、ミキサーを起動

し、ミキサー内で作業を行っていた社長と労働者が起動したミキサーに挟ま

れ、ともに死亡したもの。

20歳代

混合機、粉砕機

1 1月
その他の

建設業

墜落、転落

　トラックの荷台から機器をおろす作業の際、テールゲートリフターに機器

を載せて位置の調整をしていたところ、被災者が機器とともにテールゲート

リフターから墜落し被災者は機器の下敷きとなったもの。
70歳代

トラック

発生月 業種
事故の型

発生状況の概要年齢
起因物











・東京労働局では「第13次東京労働局労働災害防止

５カ年計画」を推進中です。

・旗印は

「Safe Work TOKYO」
「トップが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心」を

キャッチフレーズに展開しております。

・本年は最終年度として、墜落防止対策等の重点事

項の推進を図っております。

本日の講習内容を参考に、無災害での仕事の継続を
お願いいたします。ご安全に！！

最後に






